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令和５年３月３１日 
令和５年度法務省調達改善計画 

 

第１ 目的 

本計画は、法務本省及び地方支分部局等の全庁において、更なる調達の適切

性・透明性の確保、調達事務の効率性の向上等を目指すとともに、ＰＤＣＡサ

イクルにより、調達の透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達

改善に取り組むことを目的とする。 

なお、本計画は、「調達改善の取組の推進について」（平成 25 年４月５日付

け行政改革推進本部決定）、「調達改善の取組の強化について（調達改善の取

組指針の策定）」（平成 27 年１月 26 日付け行政改革推進会議取りまとめ）、

令和４年度調達改善計画の上半期自己評価結果や調達の現状分析に基づく調達

内容の特性・課題等を踏まえ、策定するものである。 

 

第２ 調達の現状分析 

法務省において重点的に推進すべき取組を選定するに当たり、令和３年度の

調達構造を分析する。 

※ 本計画に記載している契約件数及び金額は、「公共調達の適正化について」（平成 18 年８月 25 日付け財計

第 2017 号財務大臣通知）に基づき公表しているデータから集計したものである（少額随意契約は含まれない。）。 

 

１ 法務省の調達の全体像 

法務省の調達の全体像は、表１ないし表３のとおりであるが、法務本省を

始めとする 299 庁の会計機関において調達事務を行っており、契約件数

が 6,591 件、契約金額が 1,453 億円となっている。 

調達の内訳では、物品役務等の調達類型による件数が 6,223 件（94.4％）、

契約金額が 1,265 億円（87.0％）となっており、そのうち、件数ベースでは

物品購入・賃貸借契約が 2,353 件（35.7％）、その他の役務契約が 1,598 件

（24.2％）、また、金額ベースでは情報システム関連契約が 482 億円（33.2％）、

物品購入・賃貸借契約が 349 億円（24.0％）と、それぞれ高い割合を占めて

いる（表１参照）。 

契約種別では、競争性のある契約方式の契約件数が 5,271 件（80.0％）、

契約金額が 1,252億円（86.2％）、競争性のない随意契約の契約件数が 1,320件

（20.0％）、契約金額は 201 億円（13.9％）となっている（表２参照）。 

応札状況では、競争契約のうち一者応札の契約件数が 858 件（16.8％）、

契約金額が 670 億円（56.3％）となっている（表３参照）。 



 - 2 - 

表１ 令和３年度法務省における調達経費の内訳 

   （本省・地方別） 
        （単位：件、億円） 
 

  
区 分 本 省 地方支分部局等 法 務 省 全 体 

調達類型   
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

公共工事 A 39 114 303 70 342 184 

 割合（A/K） 5.1% 12.3% 5.2% 13.2% 5.2% 12.6% 

公共工事に係る調査及

び設計業務等 B 
12 3 14 1 26 5 

 割合（B/K） 1.6% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 

小 計 51 117 317 71 368 188 

割合（小計/K） 6.6% 12.6% 5.4% 13.5% 5.6% 13.0% 

物
品
役
務
等 

情報システム関連 C 236 475 100 8 336 482 

 割合（C/K） 30.6% 51.4% 1.7% 1.4% 5.1% 33.2% 

電力 D 3 3 133 44 136 47 

 割合（D/K） 0.4% 0.4% 2.3% 8.4% 2.1% 3.3% 

ガス E 2 1 143 10 145 11 

 割合（E/K） 0.3% 0.1% 2.5% 2.0% 2.2% 0.8% 

調査研究 F 16 2 0 0 16 2 

 割合（F/K） 2.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 

物品購入・賃貸借 G 160 219 2,193 130 2,353 349 

 割合（G/K） 20.8% 23.7% 37.7% 24.5% 35.7% 24.0% 

庁舎維持関連 H 35 21 1,028 83 1,063 104 

 割合（H/K） 4.5% 2.3% 17.7% 15.6% 16.1% 7.1% 

その他の役務  I 218 82 1,380 142 1,598 224 

 割合（I/K） 28.3% 8.8% 23.7% 26.9% 24.2% 15.4% 

その他    J 50(0) 5(0) 526(4) 41(0.1) 576(4) 46(0.1) 

 割合（J/K） 6.5% 0.6% 9.0% 7.7% 8.7% 3.2% 

小 計 720(0) 807(0) 5,503(4) 457(0.1) 6,223(4) 1,265(0.1) 

割合（小計/K） 93.4% 87.4% 94.6% 86.5% 94.4% 87.0% 

合 計  K 771(0) 924(0) 5,820(4) 529(0.1) 6,591(4) 1,453(0.1) 

本省・地方支分部局等 

/法務省全体（割合） 
11.7% 63.6% 88.3% 36.4%   

※１ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※２ 「情報システム関連」は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（デジタル社会推進会議幹事会、

平成 26 年 12 月３日決定、令和４年４月 20 日最終改定）における定義に準じて分類した情報システムの整備・

運用等に係る調達をいう。 
※３ 「調査研究」は、調査（実態調査や動向調査等の各種調査）、統計調査（統計情報収集整理等）、研究（科学

技術等の研究に係る分析、解析、実証、実験等）に係る調達のうち、公共工事に係る調査及び設計業務等（Ｂ）

を除くものをいう。 
※４ 公募のうち、応募資格を満たしている者が複数ある場合に複数者と契約を締結するようなものは、該当する

件数・金額を別途（ ）で内数にて記載している。 
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表２ 令和３年度法務省における調達の契約種別 
     （単位：件、億円） 
 

区  分 契約件数 

A 

割合 

B（A/合計） 

契約金額 

C 

割合 

D（C/合計） 契約方式  

競争性の 

ある契約 

競争契約 5,103 77.4% 1,191 82.0% 

企画競争による 

随意契約 
29 0.4% 5 0.4% 

公募による 

随意契約 
77 1.2% 5 0.4% 

不落・不調による 

随意契約 
62 0.9% 50 3.5% 

小 計 5,271 80.0% 1,252 86.2% 

競 争 性 の な い 随 意 契 約 1,320 20.0% 201 13.9% 

合 計 6,591  1,453  

※ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

 

表３ 令和３年度法務省における調達の応札状況 

※１ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

※２ 本表の公募による随意契約については、複数者と締結した契約は含まれない。 

  

      （単位：件、億円）  
区  分 

１者 ２者以上 合計 

契約方式 
契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競 争 契 約   A 858 670 4,245 521 5,103 1,191 

 割合（A/合計） 16.8% 56.3% 83.2% 43.7%   

企 画 競 争 に よ る 

随 意 契 約    B 
24 2 5 3 29 5 

 割合（B/合計） 82.8% 46.9% 17.2% 53.1%   

公 募 に よ る 

随 意 契 約    C 
38 3 0 0 38 3 

 割合（C/合計） 100% 100% 0% 0%   
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２ 一者応札について 

競争契約全体に占める一者応札の割合が、競争契約全体を母数とした場合

の割合（件数ベース 16.8％、金額ベース 56.3％）よりも高い割合の調達類型

は、件数ベースでは、調査研究（66.7％）、情報システム関連契約（55.0％）、

その他の役務契約（28.0％）、ガス契約（20.5％）、電力契約（18.9％）、金

額ベースでは、情報システム関連契約（88.6％）、調査研究（83.5％）、物品

購入・賃貸借契約（56.7%）となっている（表４参照）。 

また、一者応札全体を母数とした場合、割合の高い調達類型は、件数ベー

スでは、その他の役務契約（41.4％）、物品購入・賃貸借契約（20.7％）、金

額ベースでは、情報システム関連契約（51.7％）、物品購入・賃貸借契約契約

（27.4％）となっている（表５参照）。 

一者応札の契約件数については、平成 19 年度は 1,362 件（競争契約全体に

対する割合が 31.7％）であったものが、これまでの調達改善の取組により、

令和３年度には 858 件（同 16.8％）と減少しているものの、近年はほぼ横ば

いで推移している。 

一者応札案件の調達類型別の分析の結果、①調査研究、情報システム関連

を始め、依然として一者応札の割合が高い調達類型があること、②物品役務

等の同種・同類の調達案件において、ある官署では複数者応札であるにもか

かわらず、他の官署では一者応札となっている場合があること、③同一の官

署において、過去に複数者応札となったものの、再び一者応札となった案件

があることなど、改善の余地がある案件が見受けられるため、引き続き、各

種取組を確実に実施した上、その効果を検証・評価し、一者応札の解消に向

けた取組を的確に実施していく必要がある。 
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表４ 令和３年度法務省における競争契約及び一者応札の状況 

（単位：件、億円） 

 
区  分 

競争契約 

 

  うち一者応札 

  契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

  件 数 割 合 金 額 割 合 件 数 割 合 金 額 割 合 

調達類型 
A 

B(A/ 

合計) 
C 

D(C/ 

合計) 
E 

F 

(E/A) 
G 

H 

(G/C) 

公
共
工
事
等 

公 共 工 事 315  6.2% 136  11.4% 30 9.5% 9 6.8% 

公共工事に係る調査 

及び設計業務等 
20  0.4% 2  0.2% 1 5.0% 0 2.0% 

小 計 335  6.6% 138  11.6% 31 9.3% 9 6.8% 

物
品
役
務
等 

情報システム関連 160 3.1% 391  32.8% 88 55.0% 347 88.6% 

電 力 106 2.1% 47  3.9% 20 18.9% 8 16.6% 

ガ ス 73 1.4% 6  0.5% 15 20.5% 1 12.6% 

調 査 研 究 15 0.3% 2  0.1% 10 66.7% 1 83.5% 

物品購入・賃貸借 2,168 42.5% 324  27.2% 178 8.2% 183 56.7% 

庁 舎 維 持 関 連 979 19.2% 95  8.0% 161 16.4% 41 42.7% 

そ の 他 の 役 務 1,267 24.8% 189  15.9% 355 28.0% 80 42.5% 

そ の 他 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

小 計 4,768  93.4% 1,053  88.4% 827 17.3% 661 62.7% 

合 計 5,103  1,191  858 16.8% 670 56.3% 

※ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
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表５ 令和３年度法務省における競争契約における一者応札に係る調達経費の
内訳（本省・地方別） 

（単位：件、億円） 

 区  分 本 省 地方支分部局等 法 務 省 全 体 

調達類型  契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

公共工事 A 1 1 29 9 30 9 

 割合（A/K） 0.5% 0.1% 4.5% 10.6% 3.5% 1.4% 

公共工事に係る調査 

及び設計業務等 B 
0 0 1 0 1 0 

 割合（B/K） 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 

小 計 1 1 30 9 31 9 

 割合（小計/ K） 0.5% 0.1% 4.7% 10.6% 3.6% 1.4% 

物
品
役
務
等 

情報システム関連 C 73 346 15 0 88 347 

  割合（C/K） 34.0% 58.8% 2.3% 0.5% 10.3% 51.7% 

電力 D 0 0 20 8 20 8 

  割合（D/K） 0.0% 0.0% 3.1% 9.5% 2.3% 1.2% 

ガス E 1 0 14 1 15 1 

  割合（E/K） 0.5% 0.0% 2.2% 0.9% 1.7% 0.1% 

調査研究 F 10 1 0 0 10 1 

  割合（F/K） 4.7% 0.2% 0.0% 0.0% 1.2% 0.2% 

物品購入・賃貸借 G 39 174 139 10 178 183 

  割合（G/K） 18.1% 29.5% 21.6% 12.2% 20.7% 27.4% 

庁舎維持関連 H 7 18 154 22 161 41 

  割合（H/K） 3.3% 3.1% 24.0% 27.1% 18.8% 6.0% 

その他の役務  Ｉ 84 49 271 32 355 80 

  割合（Ｉ/K） 39.1% 8.2% 42.1% 39.2% 41.4% 12.0% 

その他    J 0 0 0 0 0 0 

 割合（Ｊ/K） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

小 計 214 588 613 73 827 661 

 割合（小計/K） 99.5% 99.9% 95.3% 89.4% 96.4% 98.6% 

合 計  K 215 589 643 81 858 670 

本省・地方支分部局等 

/法務省全体（割合） 
25.1% 87.9% 74.9% 12.1%   

※ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
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３ 調達事務のデジタル化の推進 

  調達事務のデジタル化については、競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、

オンライン形式による入札説明会の実施、電子メールによる見積書・請求書の

徴取等の取組を進めるとともに、電子調達システムを活用した入札・契約手続

を推進している。 

  令和３年度は、件数ベースで、競争契約における電子入札案件が 3,447 件、

電子応札案件が 1,806 件、電子契約案件が 167 件となり、電子入札率は 52.4%、

電子契約率は 9.2%となっている。 

  電子入札率では、法務本省（48.8%）と地方支分部局等（52.9%）との間に大

きな差は見られなかったが、電子契約率では、法務本省（31.7%）と地方支分

部局等（6.1%）との間に大きな開きがあったため、特に電子契約については、

法務本省の各種取組や地方支分部局等における電子調達の優良事例を全庁へ

共有することが必要である。 
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表６ 令和３年度法務省における競争契約における電子調達実施状況（本省・地

方別） 

        （単位：件、億円） 

 

  
区  分 本         省 地方支分部局等 法務省全体 

調達類型 
 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

電子入札案件 A 35  69  230  56  265  125 

電子応札案件 B 35  69  194  45  229  114 

電子契約案件 C 27  65  7  4  34  70 

電子入札によらない 

電子契約 D 

0  0  0  0  0  0 

電子入札率（B/A） 100.0% 100.0% 84.3% 80.5% 86.4% 91.3% 

電子契約率

（C/(B+D）) 

77.1% 95.1% 3.6% 9.6% 14.8% 61.3% 

物
品
役
務
等 

電子入札案件 E 414  673  2,768  274  3,182  947 

電子応札案件 F 184  233  1,393  149  1,577  382 

電子契約案件 G 43  10  90  7  133  17 

電子入札によらない 

電子契約 H 

2  1  8  1  10  2 

電子入札率（F/E） 44.4% 34.6% 50.3% 54.5% 49.6% 40.3% 

電子契約率

（G/(F+H）) 

23.1% 4.3% 6.4% 4.9% 8.4% 4.6% 

合
計 

電子入札案件 I 449  742  2,998  330  3,447  1,072 

電子応札案件 J 219  301  1,587  194  1,806  495 

電子契約案件 K 70  75  97  11  167  87 

電子入札によらない 

電子契約 L 

2  1  8  1  10  2 

電子入札率（J/I） 48.8% 40.6% 52.9% 58.9% 52.4% 46.2% 

電子契約率

（K/(J+L)） 

31.7% 25.0% 6.1% 6.0% 9.2% 17.5% 

※１ 金額及び割合については、それぞれ単位未満で四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※２ 電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりである（「オンライン利用率引上げの基本計画」（令和 
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３年 12 月 16 日 デジタル庁）等)。 

電子入札率＝（電子応札案件数/電子入札案件数） 

・電子入札案件数:入札案件数のうち、電子入札が可能な件数(紙と電子の混合も含む) 

・電子応札案件数:開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が 1 社以上存在する案件数 

電子契約率＝（電子契約案件数/電子応札案件数＋電子入札によらない電子契約数） 

・電子契約案件数：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。 

・電子入札によらない電子契約数：電子契約のうち、電子入札を行わずに電子契約を実施した件数（電子 

契約案件数の内数） 

 

 

４ その他 

令和３年度は、法務本省を始めとする全ての会計機関（※）において、他庁

との共同調達を実施したほか、会計法令上、随意契約によることが認められ

ている少額調達案件について、一般競争入札を 79 件、オープンカウンター方

式による見積合わせを 239 件実施した。 

※ 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）」に基づき、

運営業務の一部を民間企業に委託している官署は含まれない。 

 

第３ 取組内容 

別紙１及び別紙２のとおり。 

 

第４ 自己評価の実施 

上半期及び年度終了後に、計画の達成状況等について自己評価を行い、その

結果について、その後の調達改善の取組や調達改善計画の策定に反映させる。 

 

第５ 推進体制 

 

１ 推進体制 

調達改善計画の策定・見直し、自己評価の実施等は、「法務省行政事業レビ

ュー推進チーム」（以下「チーム」という。）により取り組む。 

チームの統括責任者、統括責任者代理、副統括責任者及びメンバーは、以

下のとおりである。 

 統括責任者 官房長 

統括責任者代理 政策立案総括審議官 

副統括責任者 大臣官房秘書課長 

 大臣官房会計課長 

メンバー 大臣官房人事課長、大臣官房国際課長、大臣官房施設
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課長、大臣官房厚生管理官、大臣官房司法法制部司法

法制課長、民事局総務課長、刑事局総務課長、矯正局

総務課長、保護局総務課長、人権擁護局総務課長、訟

務局訟務企画課長、法務総合研究所総務企画部付、出

入国在留管理庁総務課長、公安審査委員会事務局長、

公安調査庁総務部総務課長 

なお、チームの統括責任者は、別に定めるところにより設置する「法務省

調達改善グループ」によりチームの取組を補佐させる。 

  

２ 外部有識者の参画 

調達改善計画の策定・見直し、自己評価の実施等の際には、法務省契約監

視会議の各委員に指導、助言等を求める。 

 

３ その他 

(1) チームの庶務は、大臣官房会計課において行う。 

(2) その他チームの運営に関して必要な事項は、統括責任者が定める。 

 

第６ その他 

 

１ 取組状況等の公表 

調達改善計画及び自己評価結果は、法務省ホームページにおいて公表する。 

 

２ 計画の見直し 

本計画は、実施状況等を踏まえ、必要に応じて所要の見直しを行い、法務

省ホームページにおいて公表する。 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載） 目標達成
予定時期

○

地方支分部局等にお
ける取組の推進
　 地方支分部局等に
おける汎用的な物品
役務等の調達につい
て共同調達を実施す
るほか、より効果的な
共同調達の検討・推
進等に取り組む。

【共同調達等の有効活用】
・合同庁舎単位、近隣官署単位、地方ブロック単位
での共同調達の実施
・共同調達実施品目数の拡大
・仕様の検討
・調達単位の検討
・他組織・他府省庁との共同調達の実施
・本省のほか地方支分部局等が実施した共同調達
に関するベストプラクティスの共有・展開等

　 調達単位の適正性や費用対
効果の確保に留意しつつ、実
施品目数や組織の拡大、共同
調達の効果を高めるための仕
様の検討に取り組む必要があ
るため。 A H24

（地方支分部局等）
　 共同調達の実施又は
仕様及び調達単位の見
直しにより、調達コストの
削減を図る。 Ｒ６年

３月ま
で

○

調達事務のデジタル
化の推進
　 競争性、公正性、透
明性等を確保しつつ、
右の取組を実施する
などして、調達事務の
効率化や事業者の負
担軽減を目指す。

【調達手続における書面・押印・対面の見直し】
・実施可能な官署において、オンライン形式による入
札説明会の実施
・見積書、請求書等について、押印不要とした上での
電子メールによる徴取
・電子調達システムを活用した入札・契約手続のデ
ジタル化の推進
　▷原則として電子調達システムの入札機能を
　　利用して調達を実施
　▷電子調達システムを利用した契約手続の
　　実施
　▷利用率向上のため、電子入札・電子契約が
　　できる旨、事業者への周知等を実施

A＋ R4
Ｒ６年
３月ま

で

・本省及び地方支分部局等における調達事務のデ
ジタル化に関する効果的な取組の情報共有等

令和５年度の調達改善計画
重点
的な
取組

共通
的な
取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年

度

取組の目標

Ｒ６年
３月ま

で
○ ○

調達改善に向けた審
査・管理の充実
　 一者応札となってい
る案件について、個別
にその要因を分析した
上、分析結果に応じて
右の取組を実施する
などして、一者応札の
解消等を図る。

　 一者応札案件の調達類型別
の分析の結果、①調査研究、
情報システム関連を始め、依
然として一者応札の割合が高
い調達類型があること、②物品
役務等の同種・同類の調達案
件において、ある官署では複
数者応札であるにもかかわら
ず、他の官署では一者応札と
なっている場合があること、③
同一の官署において、過去に
複数者応札となったものの、再
び一者応札となった案件があ
るほか、競争契約全体に対す
る一者応札案件の割合は、令
和２年度及び令和３年度は
16.8%であり、取組の効果は見
られるものの、近年はほぼ横
ばいで推移していることから、
引き続き、左記取組を確実に
実施した上、その効果を検証・
評価し、一者応札の解消に向
けた取組を的確に実施していく
必要があるため。

【一者応札の解消等】
○入札前の取組(事前審査)
・仕様の見直し及び明確化
・受注実績の必要性及び競争参加資格の見直し
・発注単位及び発注時期の見直し
・国庫債務負担行為による複数年度契約の活用
・履行のための準備期間及び履行期間の十分な確
保
・新規参入業者の調査
・インターネット等を利用した市場価格の調査及び調
査結果と過去の契約価格との比較・検証
・情報システムに係る調達について、デジタル統括ア
ドバイザーの知見を活用

○入札時の取組
・公告期間の十分な確保
・入札説明会及び質問対応の充実
・事業者等への理解促進のための配布資料等の充
実（システム運用・保守については、作業マニュアル
等を閲覧資料化）
・調達の情報提供の充実
・電子調達システムの活用

○入札後の取組(事後審査）
・事業者等に対するヒアリング、一者応札案件の要
因分析、改善策の検討及び今後の取組への活用
・一者応札案件の要因分析結果の集約及び効果的
な取組の情報共有
・契約監視会議における継続的な一者応札案件等
の重点的審査及び外部有識者の意見・助言等の情
報共有
・外部有識者の意見の反映状況及び一者応札の改
善状況を再度契約監視会議に報告

A H24

（本省・地方支分部局等）
　 一者応札の契約割合
について、対前年度以下
又は一者応札の解消によ
る契約額の削減により、
調達コストの削減を図る。

（本省、地方支分部局等）
　 電子調達システムを利
用した電子入札率及び電
子契約率を対前年度以上
として、入札・契約手続の
デジタル化の推進を図る
とともに、見積書や請求
書等の徴取、入札及び契
約等の一連の調達手続
を、電子調達システムや
電子メール等で実施する
ことに努め、調達事務の
効率化や事業者の負担
軽減等を図る。

※電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「オンライン利用率引上げの基本計画」（令和３年12月16日　デジタル庁）等)。
電子入札率＝（電子応札案件数/電子入札案件数）
・電子入札案件数:入札案件数のうち、電子入札が可能な件数(紙と電子の混合も含む)
・電子応札案件数:開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が 1 社以上存在する案件数
電子契約率＝（電子契約案件数/電子応札案件数＋電子入札によらない電子契約数）
・電子契約案件数：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。
・電子入札によらない電子契約数：電子契約のうち、電子入札を行わずに電子契約を実施した件数（電子契約案件数の内数）

別紙１



継続

継続

継続

継続

○新たな調達手法を採用した取組
・  「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針について」（平成28年３
月22日付けすべての女性が輝く社会づくり本部決定）に基づき、総合評価落札方式等による調達に
おいて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定するなどの取組を行う。

○カード決済の活用
・  「会計業務の効率化に向けた改善計画」（平成28年7月29日付け旅費・会計等業務効率化推進会
議決定）に基づく資金前渡官吏払いから支出官払いへの移行による業務効率化に資するよう、水道
料金を中心にクレジットカード決済を活用する。

○内部監査の活用
・  大臣官房会計課が地方支分部局等に赴いて実施する内部監査時において、調達改善に係る取
組を周知するとともに、取組状況等を把握し、必要に応じて、その結果等を全庁に周知する。

その他の取組

具体的な取組内容
（新規・継続

区分）

○少額随意契約可能案件における一般競争入札等の実施
・  少額随意契約可能案件について、事務負担等を考慮の上、一般競争入札又はオープンカウン
ター方式による見積合わせを検討、実施する。

別紙２


